
宮崎県中小企業融資制度
「事業承継貸付」のご案内

宮崎県では、「事業承継貸付」に３つの資金メニューを設けて、事業承継に取り組む中小企業者
の資金繰りを支援しています。
※ 「事業承継特別対策」「事業承継特別対策（連携）」は、令和２年４月からスタートした
経営者保証を不要とする新たな信用保証制度に対応した資金で、県の融資を利用すると
信用保証料の負担がさらに軽減されます。

令和７年４月1日改正

（注１）事業を営んでいない個人とは、役員、従業員、親族、第三者などが該当し、事業譲渡契約等の事業に
着手していることが必須となります。

（注２）EBITDA有利子負債倍率＝（借入金・社債ー現預金）÷（営業利益＋減価償却費）
（注３）保証料率は、中小企業信用リスク情報データベース（CRD）により、決算内容を評価して設定されます。
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次の①又は②のいずれかに該当する
中小企業者
①３年以内に事業承継を予定し、事業
承継計画を有する法人
②令和７年３月３１日までに事業承継を
実施した法人であって、事業承継日か
ら３年を経過していないもの

①事業承継計画に基づき、おおむね５年以
内に事業承継を予定する中小企業者
②事業承継計画に基づき、おおむね５
年以内に県内における同一事業歴が
６か月以上ある中小企業者から事業

引受を予定する個人又は中小企業者
※②は、事業を営んでいない個人（注１）が法人（株式取得等）を承継
する場合は、経営承継円滑化法の認定を受ける必要があります。

資 格 要 件

次のすべての要件を満たすこと
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率（注２）が１０倍
以内であること

③法人と経営者との関係の明確な区
分・分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと

なし財 務 要 件

中小企業活性化協議会
及び事業承継・引継ぎ支
援センターによる支援・
確認を受けていること

なし
事業承継計画について、商工会議所又
は商工会の確認を受けていること

その他要件

事業承継のために必要な事業資金（設備・運転）資 金 使 途

既存の借入金（個人保証あり）の借換え可

（資格要件②の法人にあっては、事業承継前の借入
金に係る借換えに限る）

なし借 換 適 用

１億円融 資 限 度 額

１０年以内
（うち据置１２月以内）

１５年以内
（うち据置２４月以内）

融 資 期 間

年１．２０～１．５０％（事業承継支援の10年超は金融機関所定（融資期間に応じて設定））融 資 利 率

年０．１０～０．９５％年０．４０～１．０５％保 証 料 率 （ 注 ３ ）

必要に応じて徴求担 保

不要
法人：必要に応じて要
個人：原則不要

保 証 人



取扱金融機関

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後銀行、大分銀行、南日本銀行、宮崎第一信用金庫、

延岡信用金庫、高鍋信用金庫、宮崎県南部信用組合、熊本県信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行

融資制度についてのお問い合わせは、宮崎県 商工政策課 経営金融支援室へ (0985)26-7097

手 続 の 流 れ

事業承継にあたって、
「経営者保証なしで融資を受けられないか」、「既存の経営者保証を解除できないか」
とお悩みの中小企業者の皆様、宮崎県中小企業活性化協議会にご相談ください。
相談は無料です。まずは、お気軽にお電話ください。

相談

【相談窓口】
宮崎県中小企業活性化協議会

宮崎駅前KITENビル７階 0985-22-4708

● 中小企業活性化協議会が、経営者保証に関するガイドライン
の充足状況を確認し、その結果に基づいて今後の取組をアドバイスさ
せていただきます。
＜チェック内容＞法人と経営者の資産・経理の分離状況や適時適切

な情報開示などの状況

支援

● ガイドラインを充足している場合
取引先金融機関と経営者保証解除に向けて目線あわせをする際に、
事業者側に立って支援します。

● ガイドラインを充足していない場合
充足に向けた経営改善を支援します。

保証
解除

● 経営者保証解除の可否について、最終的には金融機関が判断しま
す。

中小企業者 取扱金融機関

信用保証協会

②融資・保証委託申込

④保証承諾

③保証申込
⑤融資実行

（事業承継特別対策（連携）の場合）
①Ⅰ.中小企業活性化協議会
財務状況・ガバナンス体制の確認

①Ⅱ.事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継計画の確認

（事業承継支援の場合）
①商工会議所・商工会

要件確認


